
翻
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坂

井

健

解
題
）

『
代
々
覚
書

唯
明
寺
』
は
、
半
紙
九
枚
か
ら
な
る
「
唯
明
寺
」

の
由
来
書
で
あ
る
。
こ
の
度
、
唯
明
寺
住
職
亀
田
晃
巌
氏
の
ご
好
意

に
よ
り
、
本
誌
に
翻
刻
す
る
機
会
を
得
た
。
亀
田
晃
巌
氏
の
祖
父
は
、

説
教
で
名
高
い
亀
田
千
巌
氏
で
あ
る
。
小
沢
昭
一
氏
が
、「
説
教
板

敷
山
」
を
演
じ
る
に
当
た
り
、
そ
の
お
手
本
と
し
た
の
が
、
晃
巌
氏

の
録
音
し
た
千
巌
氏
の
説
教
節
の
テ
ー
プ
で
あ
っ
た
。
こ
の
説
教
節

は
、
関
山
和
夫
氏
が
脚
色
し
て
お
り
、
昭
和
四
十
五
年
、
全
国
で
公

演
さ
れ
、
好
評
を
博
し
た１

）
。

こ
の
千
巌
氏
に
つ
い
て
は
、
直
林
不
退
氏
の
報
告２

）
に
詳
し
い
の
で
、

本
稿
で
は
触
れ
な
い
。

本
稿
で
は
、
亀
田
千
巌
氏
が
住
職
と
な
っ
た
唯
明
寺
の
縁
起
に
つ

い
て
、
唯
明
寺
に
伝
わ
る
江
戸
中
期
の
資
料
を
翻
刻
し
、
現
代
語
訳

す
る
こ
と
に
す
る
。

資
料
は
、
唯
明
寺
の
縁
起
を
江
戸
中
期
に
七
代
目
住
職
元
達
が
記

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
見
て
、
元
達
が
寺
を
相
続
し
た
後
、

何
ら
か
の
問
題
が
発
生
し
た
ら
し
い
。
そ
の
こ
と
に
対
す
る
弁
明
書

の
よ
う
で
あ
る
。
徳
正
寺
と
い
う
の
が
、
唯
明
寺
創
立
以
来
、
何
か

と
世
話
に
な
っ
て
い
る
寺
で
あ
る
ら
し
い
の
だ
が
、
そ
の
寺
が
、
唯

明
寺
の
元
住
職
で
あ
る
元
達
に
、
何
か
干
渉
す
る
よ
う
な
こ
と
を
言

っ
て
き
て
、
そ
れ
に
対
し
て
、
唯
明
寺
は
、
本
山
以
外
ど
こ
の
寺
の

干
渉
も
受
け
な
い
、
独
立
し
た
寺
院
の
系
統
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

述
べ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
当
時
の
、
真
宗
大
谷
派
の
住
職
の
、

継
承
、
罷
免
、
任
命
な
ど
の
状
況
が
生
々
し
く
伝
わ
っ
て
く
る
資
料

で
あ
る
。
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（
表
紙
）『
代
々
覚
書

唯
明
寺
』

洛
陽
五
條
富
小
路
夷
屋
町

唯
明
寺

一

右
寛
永
四
年
正
意
と
申
僧
開
基
い
た
し
當

御
本
寺
東
泰
院
様
御
代
御
來
寺
ニ
罷
成
候

右
正
意
義
徳
正
寺
殿
弟
子
と
承
候
得
共

唯
明
寺
取
建
候
節
本
末
之
訳
曽
而
無
之

五
尊
様

前

代
々
御
傳
抄
御
免
状

新
官
飛
檐
緞
子
袈
裟
御
免
状
ニ
至
迄

御
直
参
に
て
何
れ
之
末
寺
ニ
而
茂
無
之
其

外
公
邊
一
切
之
願
事
唯
明
寺
一
分
ニ
而
相

済
来
り
候
事

一

二
代
目

澄
意

一

三
代
目

澄
圓

右
澄
圓
義
澄
意
甥
ニ
而
御
座
候
実
子
無
之

候
ニ
付
養
子
い
た
し
後
住
に
仕
候
処
不
行
跡
も
の
に
て

中
々
寺
相
続
難
成
ニ
付

御
本
寺
様
エ
相

訴
エ
御
吟
味
之
上
追
放
被
為

仰
付
無
住
ニ

罷
成
候

此
節
開
基
正
意
徳
正
寺
殿
よ
り
出
申

訳
ヲ
後
住
徳
正
寺
殿
と
門
徒
相
談
仕
候

得
共
可
然
後
住
茂
無
之

殊
ニ
貧
地
之
義
に

御
座
候
得
ば
御
堂
衆
を
後
住
ニ
仕
度
由

門
徒
と
も
相
談
仕
幸
と
西
徳
寺
届
之
旨
承

い
つ
れ
茂
相
談
究
メ

御
本
寺
様
江
御
願

申
上
候
処
御
吟
味
之
上
御
聞
届
取
遊
西
徳
寺
を

被
為

仰
付
候
即
四
代
目
之
住
職
罷
成
候

此
節
徳
正
寺
殿
よ
り
差
構
無
之
相
済
事

一

五
代
目

梅
春

右
者
即
成
寺
新
発
意
則
徳
正
寺
殿
之

一
家
ニ
而
御
座
候

先
住
死
去
之
後
長
者
町

法
光
寺
取
持
に
て
唯
明
寺
門
徒
納
得
候
上

御
本
寺
様
江
願
後
住
に
被
為

仰
付
候

此

節

御
本
寺
様
表
願
書
ニ
付
徳
正
寺
殿

よ
り
御
役
所
江
添
人
出
申
候
儀
茂
無
之
元
よ
り

徳
正
寺
殿
印
形
等
茂
無
之
候
御
事

一

六
代
目

義
圓

右
者
越
中
放
生
津
淨
連
寺
弟
ニ
而
御
座
候

梅
春
実
子
無
之
候
ニ
付
右
義
圓
後
住
ニ

仕
候

然
ル
処
ニ
梅
春
死
去
之
後
壱
ヶ
年
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計

無
住
に
て
有
之
候
門
徒
之
寺
役

等
茂
組
中

徳
正
寺
殿
江
相
頼
候
ニ
付

当
寺
之
木
佛
御
裏
書

御
印
書
其

外
書
も
の
等
預
ケ
置
候
得
共
其
後
義
圓

時
代
取
戻
し
申
候

尤
義
圓
儀
者
山
科

閑
栖
寺
賢
学
弟
ニ
而
則
長
者
町
法
光
寺

義
も
同
國
出
生
之
仁
ニ
て
御
座
候
故
閑
栖
寺
よ
り

法
光
寺
江
相
頼
節
法
光
寺
徳
正
寺
殿
之

一
家
に
て
有
之
ニ
付
徳
正
寺
殿
江
茂
及
相

談
ニ
門
徒
共
ニ
茂
示
談
い
た
し
事
相
究
メ
候
而

御
本
寺
様
江
願
上
候
節
徳
正
寺
殿
よ
り

願
書
之
奥
印
取
致
候
由
ニ
御
座
候
得
共

其
願
書
之
留
メ
無
之
其
段
相
知
れ
不
申
事

一

七
代
目

元
達

右
私
義
先
住
義
圓
親
類
に
て
御
座
候
故

只
今
迄
當
寺
相
續
仕
罷
在
候

則
委
細

之
義
は
此
度
別
紙
願
書
ニ
認
メ
奉
差
上
候
事

寛
保
三
年

元
達

亥
二
月

惣
門
徒

（
語
注
）

一
、
唯
明
寺

京
都
市
北
区
新
大
宮
に
あ
る
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
寺

院
。
昭
和
二
年
、
五
条
富
小
路
よ
り
移
転
。

二
、
東
泰
院

宣
如
。
東
本
願
寺
十
三
代
法
主
。（
一
六
〇
二
〜
一

六
五
八
）

三
、
五
尊

阿
弥
陀
如
来
、
親
鸞
上
人
、
蓮
如
上
人
、
七
高
僧
（
三

朝
高
僧
）、
聖
徳
太
子
の
掛
け
軸
。
浄
土
真
宗
の
寺
院
は
、
本

山
か
ら
許
し
を
受
け
て
、
こ
れ
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
飛
檐

浄
土
真
宗
の
末
寺
の
格
式
。

五
、
徳
正
寺

京
都
市
下
京
区
富
小
路
四
条
に
あ
る
真
宗
大
谷
派
の

寺
院
。

六
、
堂
衆

真
宗
大
谷
派
で
法
儀
を
勤
め
る
役
僧
。

七
、
西
徳
寺

不
詳
。

八
、
法
光
寺

京
都
市
上
京
区
中
長
者
町
通
西
洞
院
に
あ
る
真
宗
大

谷
派
の
寺
院
。

九
、
浄
連
寺

富
山
県
射
水
市
中
央
町
に
あ
る
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
。

十
、
閑
栖
寺

大
津
市
横
木
に
あ
る
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
。

（
現
代
語
訳
）

一

こ
の
寺
は
、
寛
永
四
年
正
意
と
申
す
僧
が
開
基
し
ま
し
た
。
当

寺
の
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御
本
寺
の
東
泰
院
様
の
御
代
に
こ
の
寺
に
参
り
ま
し
た
。

こ
の
正
意
は
、
徳
正
寺
殿
の
弟
子
と
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、

唯
明
寺
を
建
築
し
た
と
き
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
分

か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

五
尊
様
と
以
前
か
ら
の
使
用
人
、
代
々
の
書
き
写
し
、
御
免
状

新
官
飛
檐
、
緞
子
袈
裟
の
御
免
状
に
至
る
ま
で
、（
備
え
て
お

り
ま
す
。）

御
直
参
で
あ
っ
て
ど
こ
の
寺
の
末
寺
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

ほ
か
公
の
一
切
の
願
い
事
は
、
唯
明
寺
だ
け
で

済
ま
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

一

二
代
目

澄
意

一

三
代
目

澄
圓

こ
の
澄
圓
は
澄
意
甥
で
ご
ざ
い
ま
す
。
実
子
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
の
で
、
養
子
を
い
た
し
て
、
後
任
に
致
し
ま
し
た
と
こ

ろ
、
行
な
い
が
悪
い
も
の
で
、

と
て
も
寺
を
相
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

御
本
寺
様
に

訴
え
、
御
吟
味
の
う
え
追
放
な
さ
る
御
決
定
な
の
で
、
無
住
の

寺
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
時
、
開
基
正
意
が
徳
正
寺
殿
よ
り
や
っ
て
来
て
、

申
し
訳
を
（
し
て
）、
後
任
に
つ
い
て
徳
正
寺
殿
と
門
徒
と
相

談
い
た
し
ま
し
た
が
、
適
当
な
後
任
も
な
く
、

特
に
、
貧
し
い
所
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、

御
堂
衆
を
後
任
に
い
た
し
た
い
旨
を

門
徒
と
も
相
談
致
し
ま
し
て
、
幸
い
に
、
西
徳
寺
が
届
け
の
主

旨
を
承
諾
し
、

ど
ち
ら
も
相
談
を
決
め
、
御
本
寺
様
に
お
願
い

申
し
上
げ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
御
吟
味
の
上
、
御
聞
届
に
な
ら
れ
、

西
徳
寺
を
（
後
任
に
）

な
さ
る
仰
せ
つ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
四
代
目
の
住

職
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
時
、
徳
正
寺
殿
か
ら
の
不
都
合
も
な
く
、
済
ん
だ
こ
と
で

し
た
。

一

五
代
目

梅
春

こ
の
者
は
、
即
成
寺
の
新
発
意
で
、
す
な
わ
ち
、
徳
正
寺
殿
の

一
家
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
住
が
死
去
し
た
後
、
長
者
町

法
光
寺
の
取
持
で
、
唯
明
寺
の
門
徒
が
納
得
致
し
ま
し
た
上
で
、

御
本
寺
様
に
お
願
い
し
て
、
後
住
に
な
さ
る
仰
せ
つ
け
で
ご
ざ

い
ま
し
た
。

こ
の
時
、
御
本
寺
様
へ
の
願
書
に
つ
い
て
徳
正
寺
殿

よ
り
御
役
所
へ
添
人
を
出
し
申
し
ま
す
と
い
う
こ
と
も
な
く
、

も
と
よ
り
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徳
正
寺
殿
の
印
形
等
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

一

六
代
目

義
圓

こ
の
者
は
、
越
中
放
生
津
浄
連
寺
の
弟
子
で
ご
ざ
い
ま
す
。

梅
春
に
実
子
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
こ
の
義
圓
を
後

任
に
い
た
し
ま
し
た
。

そ
う
し
た
お
り
、
梅
春
の
死
去
の
後
、
一
年

ば
か
り
、
無
住
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
門
徒
の
寺
役

ら
も
、
組
中
お
よ
び
徳
正
寺
殿
に
御
頼
み
い
た
し
ま
し
た
の
で
、

当
寺
の
木
佛
、
御
裏
書
お
よ
び
御
印
書
、
そ
の

他
の
書
も
の
等
を
預
け
て
置
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
の
後
、
義

圓
の
時
代
に
取
戻
し
申
し
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
義
圓
は
山
科

閑
栖
寺
の
賢
学
弟
で
、
当
時
、
長
者
町
法
光
寺

も
同
国
の
生
ま
れ
の
人
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
閑
栖
寺
よ
り

法
光
寺
へ
御
頼
み
し
ま
し
た
時
、
法
光
寺
は
徳
正
寺
殿
の

一
家
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
徳
正
寺
殿
へ
も
相
談
に
お
よ
び
、

門
徒
共
ニ
も
相
談
い
た
し
、
事
を
決
め
ま
し
て
、

御
本
寺
様
へ
願
い
上
げ
ま
し
た
時
、
徳
正
寺
殿
よ
り

願
書
の
奥
印
を
取
り
ま
し
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

そ
の
願
書
が
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
分
か
り
ま
せ
ん
。

一

七
代
目

元
達

こ
の
私
は
、
先
代
の
義
圓
の
親
類
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

現
在
ま
で
、
当
寺
を
相
続
致
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

詳
し
い
こ
と
は
、

こ
の
度
、
別
紙
願
書
に
し
た
た
め
て
差
し
上
げ
ま
す
。

寛
保
三
年

元
達

亥
二
月

惣
門
徒

注１
）

関
山
和
夫
『
説
教
の
歴
史
｜
仏
教
と
話
芸
｜
』（
岩
波
新
書
、
一
九

七
八
年
一
一
月
）

２
）

直
林
不
退
「
節
談
説
教
者
の
遺
蹟
を
訪
ね
て

第
一
〇
回

唯
明
寺

｜
亀
田
千
巌
師
」（『
節
談
説
教
』
一
〇
号
、
節
談
説
教
研
究
会
、
平
成

二
五
年
五
月
）

﹇
付
記
﹈

１
、
翻
刻
に
当
た
っ
て
は
、
川
崎
勝
、
川
崎
千
鶴
氏
の
ご
教
示
を
受
け
ま
し

た
。

２
、
翻
刻
に
当
た
り
、
亀
田
晃
巌
氏
の
ご
好
意
に
与
り
ま
し
た
。
ま
た
、
語

注
な
ど
に
も
、
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。

記
し
て
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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